
新型コロナウイルス感染症 ５類移行に伴う変更点について 2023年4月19日時点

NO. 区分 5/8以降(移行期間終了目安は9月末頃）

1 発生届 終了

2 医療機関によるHER-SYSへの発生者数入力 終了(発生動向は定点把握へ移行)

3 HER-SYSによる療養証明書の取得 不可能(全数届出終了となるため)

4 陽性者登録センター 終了(全数把握や発生届が終了するため）

5 検査キット配布センター 終了(自身での備蓄を呼びかけ)

6 保健所からの電話連絡（発生届対象者） 終了

7 保健所やフォローアップセンターによる健康観察 終了(5/7までに陽性と診断された方の健康観察は5/14まで)

8 パルスオキシメーターの配送 終了(体調の自己管理を呼びかけ)

9 食事等支援 終了(感染症法に基づく外出自粛は求めなくなるため)

10 宿泊療養（ホテル療養） 終了(感染症法に基づく外出自粛は求めなくなるため)

11 保健所による入院調整 終了(病診連携による調整。高齢者施設クラスター等は一部継続）

12 医療費の公費負担 コロナ治療薬や入院医療費(高額療養費制度の自己負担額から上限2万円を減額)に限定

※：受診相談センターとフォローアップセンターは総合的な電話相談窓口になる予定

2023/4/25 保健福祉部保健所総務課
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